
一
頁

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
六
月
三
十
日
法
律
第
百
六
十
二
号)

（
抄
）

(

教
育
委
員
会
の
職
務
権
限)

第
二
十
三
条

教
育
委
員
会
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
処
理
す
る
教
育
に
関
す
る
事
務
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
。

一
～
十
九

（
略
）

(

長
の
職
務
権
限)

第
二
十
四
条

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
教
育
に
関
す
る
事
務
を
管
理
し
、
及
び
執
行
す
る
。

一

（
略
）

二

私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

三
～
五

（
略
）

(

教
育
委
員
会
の
意
見
聴
取)

第
二
十
九
条

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
歳
入
歳
出
予
算
の
う
ち
教
育
に
関
す
る
事
務
に
係
る
部
分
そ
の
他
特
に
教
育
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
定
め
る
議
会
の
議
決
を
経

る
べ
き
事
件
の
議
案
を
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
教
育
委
員
会
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
七
条
の
五

（
略
）

２

学
校
運
営
協
議
会
の
委
員
は
、
当
該
指
定
学
校
の
所
在
す
る
地
域
の
住
民
、
当
該
指
定
学
校
に
在
籍
す
る
生
徒
、
児
童
又
は
幼
児
の
保
護
者
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
必

要
と
認
め
る
者
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
。

３
～
９

（
略
）

(

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例)

第
五
十
五
条

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
は
、
当
該
市
町
村
の
教
育
委
員
会
が
管
理
し
及
び
執
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
条
例
を
制
定
し
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
都
道
府
県
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
処
理
し
又

は
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
市
町
村
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
市
町
村
委
員
会
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
意
見
を
踏
ま
え
て
当
該
協
議
に
応
じ
な
け
れ
ば
な



二
頁

ら
な
い
。

４

都
道
府
県
の
議
会
は
、
第
一
項
の
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
議
決
を
す
る
前
に
、
当
該
都
道
府
県
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務(

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
規
則
に
基
づ
く
も
の
に
限
る
。)

の
一
部
を
市
町
村
が
処
理
し
又
は
処
理

す
る
こ
と
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
同
項
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
教
育
委
員
会
規
則
に
委
任
し
て
当
該
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
委
員
会

は
、
当
該
教
育
委
員
会
規
則
を
制
定
し
又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
事
務
を
処
理
し
又
は
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
市
町
村
委
員
会
に
協
議
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
三
並
び
に
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都

道
府
県
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
村
が
処
理
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
規
則
」
と
あ
る
の
は
「

教
育
委
員
会
規
則
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
教
育
委
員
会
」
と
、
「
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
教
育
委
員
会
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

○

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号)

（
抄
）

(

是
正
の
要
求)

第
二
百
四
十
五
条
の
五

各
大
臣
は
、
そ
の
担
任
す
る
事
務
に
関
し
、
都
道
府
県
の
自
治
事
務
の
処
理
が
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
著
し
く
適

正
を
欠
き
、
か
つ
、
明
ら
か
に
公
益
を
害
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
、
当
該
自
治
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
違
反
の
是
正
又
は
改
善
の
た
め
必

要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
大
臣
は
、
そ
の
担
任
す
る
事
務
に
関
し
、
市
町
村
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
が
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
著
し
く
適
正
を
欠

き
、
か
つ
、
明
ら
か
に
公
益
を
害
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
都
道
府
県
の
執
行
機
関
に
対
し
、
当
該
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
違
反
の
是
正
又
は

改
善
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
当
該
市
町
村
に
求
め
る
よ
う
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

３

（
略
）

４

各
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
担
任
す
る
事
務
に
関
し
、
市
町
村
の
事
務(
第
一
号
法
定
受
託
事
務
を
除
く
。)

の
処
理
が
法
令
の
規
定
に
違
反
し
て

い
る
と
認
め
る
場
合
、
又
は
著
し
く
適
正
を
欠
き
、
か
つ
、
明
ら
か
に
公
益
を
害
し
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
緊
急
を
要
す
る
と
き
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
自
ら
当
該
市
町
村
に
対
し
、
当
該
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
違
反
の
是
正
又
は
改
善
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る



三
頁

。
５

（
略
）

(

機
関
等
の
共
同
設
置)

第
二
百
五
十
二
条
の
七

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
協
議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、
共
同
し
て
、
第
百
三
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
委
員
会
若
し
く
は
委
員
、
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
附
属
機
関
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
、
委
員
会
若
し
く
は
委
員
の
事
務
を
補
助
す
る
吏
員
、
書
記
そ
の
他
の
職
員
又
は
第
百
七
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
・
３

（
略
）

(

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
二

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
は
、
当
該
市
町
村
の
長
が
管
理
し
及
び
執
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
条
例(

同
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
を
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
場
合
で
、
同
項
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
則

に
委
任
し
て
当
該
事
務
の
範
囲
を
定
め
る
と
き
は
、
当
該
規
則
を
含
む
。
以
下
本
節
に
お
い
て
同
じ
。)

を
制
定
し
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
処
理
し
又
は
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
市
町
村
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
の
長
は
、
そ
の
議
会
の
議
決
を
経
て
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
当
該
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と

と
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

(

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例
の
効
果)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
三

前
条
第
一
項
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
村
が
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
に
つ
い
て
規
定
す
る
法
令
、
条
例
又
は
規
則
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
は
、
当
該

事
務
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
に
関
す
る
規
定
と
し
て
当
該
市
町
村
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

(

是
正
の
要
求
等
の
特
則)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
四

（
略
）

２

（
略
）

３

第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
二
第
一
項
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
の
う
ち
法
定
受
託
事
務
に
係
る
市
町
村
長
の
処
分



四
頁

に
つ
い
て
の
第
二
百
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
の
裁
決
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
当
該
処
分
に
係
る
事
務
を
規
定
す
る
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
を
所

管
す
る
各
大
臣
に
対
し
て
再
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

指
定
都
市
の
権
能)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
十
万
以
上
の
市(

以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。)

は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
都
道
府
県
が
法
律
又
は
こ
れ
に
基

づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
～
十
五

（
略
）

２

（
略
）

(

組
合
の
種
類
及
び
設
置)

第
二
百
八
十
四
条

（
略
）

２

普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
は
、
第
六
項
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
事
務
の
一
部
を
共
同
処
理
す
る
た
め
、
そ
の
協
議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、
都
道
府
県
の
加

入
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
総
務
大
臣
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
得
て
、
一
部
事
務
組
合
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
一
部
事
務
組
合
内
の
地
方
公
共
団
体
に
つ
き
そ
の
執
行
機
関
の
権
限
に
属
す
る
事
項
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
執
行
機
関
は
、
一
部
事
務
組
合
の
成
立
と
同
時
に

消
滅
す
る
。

３

普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
は
、
そ
の
事
務
で
広
域
に
わ
た
り
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
関
し
、
広
域
に
わ
た
る
総
合
的
な
計
画(

以
下

「
広
域
計
画
」
と
い
う
。)

を
作
成
し
、
そ
の
事
務
の
管
理
及
び
執
行
に
つ
い
て
広
域
計
画
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
調
整
を
図
り
、
並
び
に
そ
の
事
務
の
一
部
を

広
域
に
わ
た
り
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
処
理
す
る
た
め
、
そ
の
協
議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、
前
項
の
例
に
よ
り
、
総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
得
て
、
広
域

連
合
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
後
段
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４

（
略
）

５

町
村
は
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
務
の
全
部
を
共
同
処
理
す
る
た
め
、
そ
の
協
議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
得
て
、

全
部
事
務
組
合
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
全
部
事
務
組
合
内
の
各
町
村
の
議
会
及
び
執
行
機
関
は
、
全
部
事
務
組
合
の
成
立
と
同
時
に
消
滅

す
る
。

６

町
村
は
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
役
場
事
務
を
共
同
処
理
す
る
た
め
、
そ
の
協
議
に
よ
り
規
約
を
定
め
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
得
て
、
役
場
事

務
組
合
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
役
場
事
務
組
合
内
各
町
村
の
執
行
機
関
の
権
限
に
属
す
る
事
項
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
執
行
機
関
は

、
役
場
事
務
組
合
の
成
立
と
同
時
に
消
滅
す
る
。



五
頁

第
二
百
八
十
五
条

市
町
村
及
び
特
別
区
の
事
務
に
関
し
相
互
に
関
連
す
る
も
の
を
共
同
処
理
す
る
た
め
の
市
町
村
及
び
特
別
区
の
一
部
事
務
組
合
に
つ
い
て
は
、
市
町
村

又
は
特
別
区
の
共
同
処
理
し
よ
う
と
す
る
事
務
が
他
の
市
町
村
又
は
特
別
区
の
共
同
処
理
し
よ
う
と
す
る
事
務
と
同
一
の
種
類
の
も
の
で
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
れ

を
設
け
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

(

議
決
方
法
の
特
例
及
び
理
事
会
の
設
置)

第
二
百
八
十
七
条
の
二

（
略
）

２

第
二
百
八
十
五
条
の
一
部
事
務
組
合
に
は
、
当
該
一
部
事
務
組
合
の
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
管
理
者
に
代
え
て
、
理
事
を
も
つ
て
組
織
す
る
理
事
会
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

(

議
会
の
議
決
を
要
す
る
協
議)

第
二
百
九
十
条

第
二
百
八
十
四
条
第
二
項
、
第
二
百
八
十
六
条
、
第
二
百
八
十
八
条
及
び
前
条
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(

広
域
連
合
に
よ
る
事
務
の
処
理
等)

第
二
百
九
十
一
条
の
二

（
略
）

２

都
道
府
県
は
、
そ
の
執
行
機
関
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
都
道
府
県
の
加
入
し
な
い
広
域
連
合
の
事
務
に
関
連
す
る
も
の
を
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
広
域
連
合
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
二
第
二
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
三
及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
四
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
広
域
連
合
が
都
道
府

県
の
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

（
略
）

５

都
道
府
県
の
加
入
し
な
い
広
域
連
合
の
長
は
、
そ
の
議
会
の
議
決
を
経
て
、
都
道
府
県
に
対
し
、
当
該
広
域
連
合
の
事
務
に
密
接
に
関
連
す
る
都
道
府
県
の
事
務
の
一

部
を
当
該
広
域
連
合
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

議
会
の
議
決
を
要
す
る
協
議)

第
二
百
九
十
一
条
の
十
一

第
二
百
八
十
四
条
第
三
項
、
第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
、
前
条
第
一
項
並
び
に
第
二
百
九
十
一
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す

る
第
二
百
八
十
九
条
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

全
部
事
務
組
合)

第
二
百
九
十
一
条
の
十
四

（
略
）



六
頁

２
～
４

（
略
）

５

第
二
百
八
十
四
条
第
五
項
並
び
に
第
一
項
及
び
前
項
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
に
あ
つ
て
は
そ
の
議
会
、
全
部
事
務
組
合
に
あ
つ
て
は
当
該
全
部
事

務
組
合
の
議
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

役
場
事
務
組
合)

第
二
百
九
十
一
条
の
十
五

（
略
）

２

（
略
）

３

第
二
百
八
十
四
条
第
六
項
、
前
項
並
び
に
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
八
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条
の
協
議
に
つ
い
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の

議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

○

ス
ポ
ー
ツ
振
興
法(

昭
和
三
十
六
年
六
月
十
六
日
法
律
第
百
四
十
一
号)

（
抄
）

(

計
画
の
策
定)

第
四
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
関
す
る
基
本
的
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
基
本
的
計
画
を
定
め
る
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
審
議
会
等(

国
家
行
政
組
織
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号)

第
八
条
に
規

定
す
る
機
関
を
い
う
。
第
二
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。)

で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
・
４

（
略
）

(

国
の
補
助)

第
二
十
条

（
略
）

２

（
略
）

３

国
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の
た
め
の
事
業
を
行
な
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
団
体
で
あ
つ
て
当
該
事
業
が
わ
が
国
の
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
当
該
事
業
に
関
し
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

地
方
公
共
団
体
の
補
助)

第
二
十
二
条

地
方
公
共
団
体
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の
た
め
の
事
業
を
行
な
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
団
体
に
対
し
、
当
該
事
業
に
関
し
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
そ

の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



七
頁

○

社
会
教
育
法(

昭
和
二
十
四
年
六
月
十
日
法
律
第
二
百
七
号)

（
抄
）

(

審
議
会
等
へ
の
諮
問)

第
十
三
条

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
社
会
教
育
関
係
団
体
に
対
し
補
助
金
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
が
審
議
会

等(

国
家
行
政
組
織
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号)

第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
第
五
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。)

で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
、
地

方
公
共
団
体
に
あ
つ
て
は
教
育
委
員
会
が
社
会
教
育
委
員
の
会
議
の
意
見
を
聴
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
十
二
月
十
八
日)

（
抄
）

(

学
校
教
育
法
の
特
例)

第
十
二
条

（
略
）

２
～

（
略
）

10学
校
設
置
会
社
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

11
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

教
育
職
員
免
許
法(

昭
和
二
十
四
年

第
二
条
第
二
項

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事(

学
校
設
置
会
社(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成

法
律
第
百
四
十
七
号)

十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学

校
設
置
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
設
置
す
る
私
立
学
校
の

教
員
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け

た
地
方
公
共
団
体
の
長)

第
七
条
第
二
項
、
附
則

理
事
長

理
事
長
又
は
学
校
設
置
会
社
の
代
表
取
締
役
若
し
く
は
代
表
執

第
五
項
の
表
備
考
第
一

行
役



八
頁

号
及
び
別
表
第
三
備
考

第
二
号

第
十
四
条
の
二

学
校
法
人

学
校
法
人
又
は
学
校
設
置
会
社

教
育
職
員
免
許
法
施
行
法(

昭
和
二

第
二
条
第
一
項
の
表
備

理
事
長

理
事
長
又
は
学
校
設
置
会
社(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十

十
四
年
法
律
第
百
四
十
八
号)

考

四
年
法
律
第
百
八
十
九
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校

設
置
会
社
を
い
う
。)

の
代
表
取
締
役
若
し
く
は
代
表
執
行
役

地
方
交
付
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法

第
十
二
条
第
一
項
の
表

私
立
の
学
校

私
立
の
学
校(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百

律
第
二
百
十
一
号)

八
十
九
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
の
設

置
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

第
十
二
条
第
二
項
の
表

特
殊
教
育
諸
学
校

特
殊
教
育
諸
学
校(

構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
十
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
の
設
置
す
る
こ
れ
ら
の
も
の
を
除
く

。)

旧
軍
港
市
転
換
法(

昭
和
二
十
五
年

第
四
条
第
一
項
第
一
号

規
定
す
る
学
校

規
定
す
る
学
校(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第

法
律
第
二
百
二
十
号)

百
八
十
九
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
の

設
置
す
る
も
の
を
除
く
。)

産
業
教
育
振
興
法(

昭
和
二
十
六
年

第
十
九
条
第
一
項

私
立
学
校

私
立
学
校(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八

法
律
第
二
百
二
十
八
号)

十
九
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
の
設
置

す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)



九
頁

理
科
教
育
振
興
法(

昭
和
二
十
八
年

第
九
条
第
一
項

私
立
の
学
校

私
立
の
学
校(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百

法
律
第
百
八
十
六
号)

八
十
九
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
の
設

置
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法(

昭
和
二

附
則
第
十
項

設
置
す
る
者

設
置
す
る
者(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百

十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号)

八
十
九
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
を
除

く
。)

義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育
の

第
五
条
第
一
項
第
三
号

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第

政
治
的
中
立
の
確
保
に
関
す
る
臨
時

百
八
十
九
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
の

措
置
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
学
校
を
所
轄
す
る
同
条
第

五
十
七
号)

一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の
長)

学
校
給
食
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律

第
七
条
第
一
項

私
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
設

私
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
者(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

第
百
六
十
号)

置
者

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
学
校
設
置
会
社
を
除
く
。)

夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
け

第
六
条

私
立
の
高
等
学
校
の
設
置
者

私
立
の
高
等
学
校
の
設
置
者(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十

る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律(

昭
和

四
年
法
律
第
百
八
十
九
号)

第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校

三
十
一
年
法
律
第
百
五
十
七
号)

設
置
会
社
を
除
く
。)

著
作
権
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第

第
三
十
五
条
第
一
項

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
き
、
学
校
設
置
会
社(

構
造
改
革
特

四
十
八
号)

。

別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号)

第
十
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
会
社
を
い
う
。
第
三
十
八
条
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。)

の
設
置
す
る
学
校
を
含
む
。



一
〇
頁

第
三
十
八
条
第
一
項

又
は
観
衆

若
し
く
は
観
衆

受
け
な
い
場
合

受
け
な
い
場
合
又
は
学
校
設
置
会
社
の
設
置
す
る
学
校
に
お
い

て
聴
衆
若
し
く
は
観
衆
か
ら
料
金
を
受
け
ず
に
そ
の
教
育
若
し

く
は
研
究
を
行
う
活
動
に
利
用
す
る
場
合

・

（
略
）

12

13

第
十
三
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

学
校
設
置
非
営
利
法
人
に
関
す
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

教
育
職
員
免
許
法

第
二
条
第
二
項

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事(

学
校
設
置
非
営
利
法
人(

構
造
改
革
特
別
区
域

法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号)

第
十
三
条
第
二
項
に
規

定
す
る
学
校
設
置
非
営
利
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
設
置

す
る
私
立
学
校
の
教
員
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の
長)

第
七
条
第
二
項
、
附
則

理
事
長

理
事
長
又
は
学
校
設
置
非
営
利
法
人
の
代
表
権
を
有
す
る
理
事

第
五
項
の
表
備
考
第
一

号
及
び
別
表
第
三
備
考



一
一
頁

第
二
号

第
十
四
条
の
二

学
校
法
人

学
校
法
人
又
は
学
校
設
置
非
営
利
法
人

教
育
職
員
免
許
法
施
行
法

第
二
条
第
一
項
の
表
備

理
事
長

理
事
長
又
は
学
校
設
置
非
営
利
法
人(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

考

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号)

第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す

る
学
校
設
置
非
営
利
法
人
を
い
う
。)

の
代
表
権
を
有
す
る
理
事

地
方
交
付
税
法

第
十
二
条
第
一
項
の
表

私
立
の
学
校

私
立
の
学
校(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百

八
十
九
号)

第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
非
営
利
法

人
の
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

第
十
二
条
第
二
項
の
表

特
殊
教
育
諸
学
校

特
殊
教
育
諸
学
校(

構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
十
三
条
第
二
項
に

規
定
す
る
学
校
設
置
非
営
利
法
人
の
設
置
す
る
こ
れ
ら
の
も
の

を
除
く
。)

旧
軍
港
市
転
換
法

第
四
条
第
一
項
第
一
号

規
定
す
る
学
校

規
定
す
る
学
校(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第

百
八
十
九
号)

第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
非
営
利

法
人
の
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。)

産
業
教
育
振
興
法

第
十
九
条
第
一
項

私
立
学
校

私
立
学
校(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八

十
九
号)

第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
非
営
利
法
人

の
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

理
科
教
育
振
興
法

第
九
条
第
一
項

私
立
の
学
校

私
立
の
学
校(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百



一
二
頁

八
十
九
号)

第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
非
営
利
法

人
の
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

附
則
第
十
項

設
置
す
る
者

私
立
の
学
校(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百

八
十
九
号)

第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
非
営
利
法

人
の
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

義
務
教
育
諸
学
校
に
お
け
る
教
育
の

第
五
条
第
一
項
第
三
号

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
知
事(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十
四
年
法
律
第

政
治
的
中
立
の
確
保
に
関
す
る
臨
時

百
八
十
九
号)

第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
設
置
非
営
利

措
置
法

法
人
の
設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
学
校
を
所
轄
す
る

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
地
方
公
共
団
体
の

長)

学
校
給
食
法

第
七
条
第
一
項

私
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
設

私
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
の
設
置
者(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

置
者

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号)

第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す

る
学
校
設
置
非
営
利
法
人
を
除
く
。)

夜
間
課
程
を
置
く
高
等
学
校
に
お
け

第
六
条

私
立
の
高
等
学
校
の
設
置
者

私
立
の
高
等
学
校
の
設
置
者(

構
造
改
革
特
別
区
域
法(

平
成
十

る
学
校
給
食
に
関
す
る
法
律

四
年
法
律
第
百
八
十
九
号)

第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校

設
置
非
営
利
法
人
を
除
く
。)

５

（
略
）


